
〇令和７年度南陽市減災対策工事支援事業補助金交付要綱             

令和７年４月１日 

告示第９１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時の家屋倒壊から人命を守るため、減災対策工事を実施す

る者に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南陽市補助金等の交付並び

に適正化に関する規則（昭和４２年規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 住宅 市内に存する住宅で、補助事業の申請者（以下「申請者」という。）自らが

現に所有し、かつ、自らが居住する建築物のうち、主要構造部が木造である３階建て

以下で昭和５６年５月３１日以前に工事に着手したものをいう。この場合において、

当該建築物の所有者及び居住者は、次のいずれにも該当しない者でなければならない。 

ア 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を

経過しない者をいう。以下同じ。） 

イ 自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図

る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員等を利用している者 

ウ 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の

維持又は運営に協力し、又は関与している者 

エ その他暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 

(2) 耐震診断 住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却にお

ける耐震診断について（令和６年１月３０日付け国住市第４０号）で示された「旧耐

震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査表」に基づき、調査し、及び診

断することをいう。 

(3) 減災対策工事 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅内に、山形

県が定める減災機能を満たす防災ベッド又は防災シェルター（以下「防災ベッド等」

という。）を設置する工事をいう。 

(4) 減災工事事業者 防災ベッド等を取り扱う事業者をいう。 

（申請者） 

第３条 申請者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 



(1) 減災対策工事を行う者 

(2) 世帯員に市税の滞納がない者 

(3) 住宅所有者又は住宅所有者から委任を受けた２親等以内の親族 

（補助対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次の各号

のいずれにも該当する工事とする。 

(1) 住宅内に減災対策工事を行うこと。 

(2) 減災工事事業者と工事請負契約を締結すること。 

(3) 減災対策工事が他の補助事業又は公共事業による建物移転補償の対象となっていな

いこと。 

（補助金の額及び交付） 

第５条 補助金の額は、減災対策工事に要する費用（工事に付随する設計及び工事監理に

要する経費並びに消費税及び地方消費税を含む。）の５分の４の額又は３０万円のいず

れか低い額とする。 

２ 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てるものとする。 

３ 補助金の交付対象は、当該年度の４月１６日以降に着手され、当該年度の１月末まで

に竣工する減災対策工事とする。 

４ 減災対策工事に対する補助金の交付申請は、年度内においては、住戸１戸につき１回

に限るものとする。 

（交付申請） 

第６条 申請者は、南陽市減災対策工事支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、南陽市住宅リフォーム

支援事業補助金交付要綱（令和３年告示第８４号。以下「リフォーム補助金交付要綱」

という。）に定めるリフォーム工事等に合わせて実施し、市長が認めた場合は、添付書

類の一部を省略することができる。 

(1) 事業計画書兼事業報告書（様式第２号） 

(2) 見積書の写し 

(3) 設計書、仕様書及び設計図面（位置図、防災シェルターを設置する場合は、間取り

図、平面図等） 

(4) 工事着工前写真（工事完成後の写真と比較できるように撮影すること。） 

(5) 申請者及び申請者の属する世帯の全ての世帯員の納税証明書 

(6) 住民票の謄本（続柄の記載のあるもの） 

(7) 建物の登記事項証明書（全部事項証明書） 

(8) 建物の所有者が登記名義人と異なる場合は、事実上の所有者を確認できる書類 



(9) 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票 

(10) 暴力団排除に関する誓約書（様式第３号） 

(11) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、南陽市減災対策工事支援事業補助金交

付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 規則第７条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更と

する。 

(1) 補助金の額の増加 

(2) 補助金の額の２０パーセントを超える減少 

(3) 要件工事の工事内容の変更 

２ 申請者は、規則第７条第１項第１号の規定により、市長の承認を受けようとするとき

は、南陽市減災対策工事支援事業事業変更承認申請書（様式第５号）に第６条各号に掲

げる書類（変更があったものに限る。）を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と

認めたときは、南陽市減災対策工事支援事業（変更・中止・廃止）承認通知書（様式第

６号）により通知するものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第９条 申請者は、規則第７条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止につ

いて市長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した南陽市減災対策工事支援

事業補助金事業（中止・廃止）承認申請書（様式第７号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項に規定する申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と

認めたときは、南陽市減災対策工事支援事業（変更・中止・廃止）承認通知書（様式第

６号）により通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 申請者は、当該事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して１月を

経過する日又は当該年度の１月末のいずれか早い日までに南陽市減災対策工事支援事

業に係る実績報告書（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく市長に提出し

なければならない。ただし、リフォーム補助金交付要綱に定めるリフォーム工事等に合

わせて実施し、市長が認めた場合は、添付書類の一部を省略することができる。 

(1) 事業計画書兼事業報告書（様式第２号）。ただし、事業計画と事業報告が同一の場

合は、提出を省略することができる。 

(2) 工事請負契約書の写し 



(3) 減災対策工事に要した費用に係る領収書の写し 

(4) 工事完成写真（工事施工中の写真は、必要に応じて添付） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、完成検査を行い、検査に合

格したときは、補助金の額を確定し、申請者に対し南陽市減災対策工事支援事業補助金

の額の確定通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

（交付請求） 

第１２条 申請者は、前条の規定による通知を受領したときは、南陽市減災対策工事支援

事業補助金請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１３条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を

取り消すことができる。 

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金

が交付されているときは、申請者に対して補助金の返還を求めるものとする。 

３ 申請者は、前項の規定により補助金の返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を

返還しなければならない。 

 

附 則 

 （略） 

 


